
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事項説明書 

 

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

              （        ）市 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          氏名         様 

 

株式会社アメニティプラス 

デイサービスセンターがじまぁる 

 



介護予防・日常生活支援総合事業 重要事項説明書 

 

１．法人の名称等 

名  称 株式会社アメニティプラス 

代表取締役 西平 邦彦 

所 在 地 沖縄県宜野湾市宇地泊3-5-27 501号 

電話番号 ０９８-９４２-８２３９ 

 

２．事業所の名称等 

事業所名 デイサービスセンターがじまぁる 

所 在 地 沖縄県宜野湾市宇地泊二丁目37番3号 

電話番号 ０９８－９４２－８２３９ ０９８－９４３－３１９２（予防センター） 

事業所番号 ４７７０５００４１３ 

 

３．事業の目的と運営方針 

 

事業の目的 
高齢者の方や患者さんが在宅での日常生活活動を保てるよう

支援します。 

一人でも多くの要支援者に対し、可能な限り自宅で自立した日

常生活を送れるよう機能の維持向上を図るサポート役としての

事業所を目指し、地域の医療・福祉を担う立場として、誠心誠意

をもって取り組みます。 

 

運営方針 

 

地域に根ざした医療と福祉を提供していくことを理念に掲げ、その

理念を実現、達成していくために、家庭内での QOL の向上、ADL の

自立へ向け、個別の運動器機能向上プログラムを作成し、自宅におい

て可能な限り自立し、活き活きとした生活を送れるよう支援する。 

その実現に向け、会社名の如く常にアメニティ（快適な空間、態度）

を心がけサービスを提供いたします。 

  

 

 



４．事業所の職員体制 

職種 人数 勤務形態 業務内容 

管理者   １ 常勤・兼務１名 

従業者の管理と事業所運営の管理を行いま

す。また、従業者に対し資質向上と運営基

準を遵守させるために必要な教育指導、指

揮命令を行います。また、利用者の申込み

に係る調整、介護計画の作成を行います。 

生活相談員 ２ 
 常勤・専従１名 

 常勤・兼務1名  

通所介護の利用の申し込みに係る調整、利

用希望者との面談、各種相談、通所介護計

画の作成と他の従業者と相協力したサービ

スの実施、関係機関との調整、事業所及び

業務の管理を行います。 

看護職員 ２ 

 

常勤・専従１名    

非常勤・専従１名 

通所介護サービス利用中における利用者の

健康管理等を行います。 

介護職員 １２ 
 常勤・専従１0名

 非常勤・専従2名 

通所介護サービス利用中における利用者の

食事介助、入浴介助、排泄介助等を行いま

す。 

機能訓練指導員  ４ 
 常勤・専従3名 

 常勤・兼務１名 

利用者が日常生活を営むのに必要な減退を

防止するための訓練を行います。 

  

５．営業日・営業時間・サービス提供時間・休業日 

営 業 日 

１単位：月曜日～土曜日 

２単位：月曜日～金曜日 

３単位：月曜日～金曜日 

営 業 時 間 午前８時３０分から午後５時３０分 

サービス提供時間 

１単位（ ９：５５～１５：５５） 

２単位（ ９：００～１２：００） 

３単位（１３：４０～１６：４０） 

休 業 日 日曜日、１２月３１日～１月３日 

 

６．利用定員   ７5 名 



 

７．サービス内容 

住み慣れた地域で、利用者が介護予防通所介護サービスの利用を通して、

可能な限り居宅において日常生活を営むことができるよう支援します。 

① 食   事：栄養と利用者の身体状況に配慮した食事を提供します。 

② 入   浴：入浴又は清拭を行います。 

③ 身体介護：適切な排泄等の介助を行うとともに自立援助を行います。 

④ 運動器機能向上訓練：理学療法士による個別の訓練メニューを作成し          

身体機能の維持・向上を図ります。      

⑤ レク活動 ：生活面の活性化・各種レクリエーションを実施します。 

⑥ 健康チェック：看護職員により血圧測定等、全身状態を把握します。 

⑦ 相談及び援助：利用者とその家族からの相談を伺います。 

   ⑧ 余暇・クラブ活動：カラオケ、風船バレー、囲碁、三味線、パソコン、

片手でクッキング、ヨガ等 

 

８．サービス利用料金 :（1 日あたり１割自己負担） 

（１）基本サービス料金 

総合事業対象者・要支援１相当 ４３６円 

要支援２相当       ４４７円 

（２）各種加算料金 

●運動器機能向上加算：要支援１・２共通  上記料金に含まれる 

●介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：要支援１・２共通  ９.２％ 

要支援１  要支援２ 

  ●サービス提供体制強化加算（Ⅱ）      ７２円    １４４円 

限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担にな

ります。 

（３）その他の費用 

・食  費：５３０円（おやつ代を含む） 

 ・リハビリパンツ：７５円       ・パット：２０円 

 ・その他の日常生活品費：実費 

 ・レクその他余暇活動係る費用（手工芸等）：実費 

 

９．秘密の保持 

当事業所職員は、業務上知り得た利用者又は保護者若しくはその家族等に

関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。また、当事業所の



従業者であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を他言する事のないように、当事業所の従業者でなくなった後に

おいても、これらの秘密を保持すべき旨を雇用契約の内容に含むものとし

ます。 

 

１０．個人情報の使用について 

  当事業所の従業者は、次の各号において、利用者と当該家族の個人情

報を用いる場合は利用者と当該家族の同意をあらかじめ得るものとし

ます。また、当事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含ま

れる記録物については、厳重に管理し、処分の際にも第三者への漏洩を

防止するものとします。 

①介護保険サービス利用のための担当者会議、市町村、居宅介護支援事業 

所その他の介護保険事業者、適切な在宅療養のための医療機関等への情

報提供。 

②介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表

等。なお、この場合利用者個人を特定できないように仮名を使用するこ

とを厳守します。 

 

１１．緊急時の対応方法 

   サービス利用中、ご利用者に容態の変化、事故等があった場合は、主

治医、利用者の家族等、関係機関、担当ケアマネージャーに連絡し、必

要な処置を講じます。 

 

１２．損害賠償責任 

   介護予防通所介護サービスの提供に伴って、当事業所の責任に帰すべ

き事由によって、利用者が損害を被った場合、当事業所は、利用者に対

して損害を賠償致します。 

 

１３．緊急時・事故発生時における対応方法  

    指定通所介護の提供に当たる者は、サービス提供時に利用者に病状

の急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手

当を行うと共に、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行い

ます。  

 

１４．非常災害対策  

 事業所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備え

るため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 



 

１５. 虐待防止に関する事項 

1)事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止す

るため次の措置を講ずるものとする。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする）を定期的に開催するととも

に、その結果について従業者に周知徹底を図る 

   ② 虐待防止のための指針の整備 

     ③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

④ 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

２)事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は擁護者（利用

者の家族等高齢者を現に擁護する者）による虐待を受けたと思われ

る利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するも

のとする。 

 

１6.業務継続計画の作成等 

１) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する   

指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるもの

とする。 

２) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

３) 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

 

１7．サービスに関する相談・苦情等の窓口案内 

相談・苦情相談責任者 管理者 西平邦彦 

窓口問合せ電話番号 ０９８-９４２-８２３９ 

窓口対応時間 午前８時３０分から午後５時３０分 

窓口対応曜日 

月・火・水・木・金・土 

※但し、日曜日、１２月３１日～１月３日は除き

ます 



ご利用方法 
電話受付・直接当事業所にて面談・当事業所に設置

した相談・苦情受付用紙に記入専用箱へ投函 

 

当デイサービス以外に、市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることが

できます。 

 宜野湾市役所 介護長寿課 
098-893-4411 

（内線 172） 

8:30 ～17:15 

（土日祝祭日を除く） 

浦添市役所いきいき高齢支援課 
098-976-1234 

（内線 3561） 

8:30 ～17:15 

（土日祝祭日を除く） 

那覇市役所ちゃーがんじゅう課 098-862-9010 
8:30 ～17:15 

（土日祝祭日を除く） 

沖縄県介護保険広域連合 098-921-7800 
8:30 ～17:00 

（土日祝祭日を除く） 

沖縄県国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 
098-860-9026 

8:30 ～17:00 

（土日祝祭日を除く） 

 

１8．記録の整備 

事業所は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、

且つ、サービスの提供に関する記録を作成するとともに、当該利用

者の契約の終了の日から５年間保存します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業サービス内容及び重要事項の

説明、交付をいたしました。 

 

令和  年  月  日 

 

    事 業 者  株式会社アメニティプラス 代表取締役 西平邦彦 

  

    事 業 所 名  デイサービスセンターがじまぁる 

 

    所 在 地  沖縄県宜野湾市宇地泊二丁目 37 番 3 号 

           

    事業者番号  ４７７０５００４１３ 

     

    説 明 者    職  名   生活相談員    

 

 

  氏  名               

  

 

私は、重要事項説明書を受領し、サービス内容について説明を受け、サービ

ス提供開始に同意します。 

 

令和   年   月   日 

 

 

利 用 者    住  所                   

         

 

             氏  名                   

 

 

（家族等）    住  所                   

        

                        

             氏  名                   

                      （続柄:     ）  

 



          苦情処理マニュアル 

 

 

 

 

 

 

1.【苦情対応の流れ】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★『苦情』とは★ 

苦情とは利用者・家族・その他の方から当サービス全体にかかわる不満や改善要求、または被害訴

え契約違反を指す。 

※クレームとは実質的な補償や賠償の要求につながるものをいう 

【デイサービスセンターがじまぁる・ケアプランうちどまりの対応について】 

事業所において提供する介護サービスに対する利用者とご家族からの不満や改善の要求，被害の訴

え，契約違反に 対する損害賠償の請求等をいう。 

利用者へのサービスの提供にあたっては、どんな些細な事柄でも見落とさず、細心の注意を払う必

要がある。  

利用者・家族等からの苦情 

状況確認し上⾧（管理者）へ報告 

状況を職員全体に周知し、対応策を検討 

内容は後日対応策も含め必ず報告書へ記載すること。 

報告書作成し上⾧へ提出 

※報告書の保管期間は 5 年間とする 

上⾧は提出された報告書をもとに所⾧へ報告 

公表または掲示 



２．苦情・クレームの対応処理 ※必要に応じて会議を開催し、事例検討等を行

う 

３．【会議】 ①原因と結果の明確化／②責任の所在と内容の明確化／③具体的

な対応策の立案／④具体的な再発防止策の立案／⑤今後の対応方法等につ

いて事業主への報告をまとめる／➅事業所内周知し実行／➆再検証 （再発

防止）    

 

 

デイサーサービスセンターがじまぁる 

ケアプランうちどまり 

令和 8 年 4 月作成 

 


